
 

提案書評価基準 

 

１ 評価事項 

 表１の評価項目及び重みづけのもと、評価を行う。 

各評価項目の評価の視点は表２のとおりとする。 

 

表１ 評価事項 

評価項目 評価の着目点 配点 評価 
評価の 
換算式 

評価点 

業務実績 
（20 点） 

本業務に活かすことのできる過去の業務実績
があるか（過去 10年間） 

20    

提案内容 
(80 点) 

現状及び課題を的確に把握しているか 20    

課題解決に結びつく提案であるか 20    

実現性の高い提案であるか 20    

取組意欲の感じられる提案であるか 20    

ワーク・ライ
フ・バランスに
関する取組 

(６点) 

企業として、ワーク・ライフ・バランスに取組
んでいるかどうか。 
□次世代育成支援対策推進法に基づく一般事
業主行動計画の策定（従業員 101人未満の場
合のみ加算） 

□女性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律に基づく一般事業主行動計画の策定
（従業員 101人未満のみ加算） 

□次世代育成支援対策推進法による認定の取
得（くるみんマーク）、女性の職業生活にお
ける活躍の推進に関する法律に基づく認定
の取得、又は、よこはまグッドバランス企業

認定(よこはまグッドバランス賞)の取得 
□青少年の雇用の促進等に関する法律に基づ
くユースエール認定の取得 

□障害者雇用促進法に基づく法定雇用率 2.5%
の達成（従業員 40 人未満の場合は障害者を
１人以上雇用している） 

□健康経営銘柄、健康経営優良法人（大規模法
人・中小規模法人）の取得、又は、横浜健康
経営認証の AAA クラス若しくは AA クラスの
認証 

6    

評点の合計（106点満点）  

 



２ 評価方法 

(1) 各評価項目について、次のように評価を行う。 

ア 提案者の業務実績は、Ａ、Ｃ、Ｅの３段階評価を行う。 

イ 提案内容は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの５段階評価を行う。 

(2) 評価点について、次のように配点を行う。 

 ア 提案者の業務実績は、20 点満点とし、 

Ａ＝20点（20×５/５）、Ｃ＝12点（20×３/５）、Ｅ＝０点（20×０/５）とする。 

 イ 提案内容は、各項目 20点満点とし、換算した評価（Ａ＝５/５、Ｂ＝４/５、Ｃ＝３/５、Ｄ＝

２/５、Ｅ＝１/５とする。）を乗じて算出する。 

表１においては、下記のとおり。 

評価がＡであれば評価点は 20×５/５＝20点 

評価がＢであれば評価点は 20×４/５＝16点 

評価がＣであれば評価点は 20×３/５＝12点 

評価がＤであれば評価点は 20×２/５＝８点 

評価がＥであれば評価点は 20×１/５＝４点 

  ウ ワーク・ライフ・バランスに関する取組の評価については、表１の「評価の着目点」に記載し

た項目について１つ満たすごとに１点を加算する。 

(3) 各評価項目の評価の視点は表２のとおりとする。 

(4) 評価が同点となった場合は、評価委員会に出席した委員の多数決で決し、票数が同数の場合は、

委員長の決するところによります。 

 

表２ 評価の視点 

評価項目 評価の着目点 
評 価 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

業務実績 

本業務と同等
又は類似した
業務実績の有
無 

本業務と同等
と考えられる
業務実績があ
る 

  

業務と同等で
はないが類似
と考えられる
業務実績があ
る 

  

本業務と同等
及び類似と考
えられる業務
実績がない 

提案内容 

現状及び課題
を的確に把握
しているか 

的確に把握し
ている 

把握している 
どちらともい
えない 

あまり把握し
ていない 

把握していな
い 

課題解決に結
びつく提案で
あるか 

十分課題解決
に結びつく 

課題解決に結
びつく 

どちらともい
えない 

あまり課題解
決に結びつか
ない 

課題解決に結
びつかない 

実現性の高い
提案であるか 

実現性が特に
高い 

実現性がある 
どちらともい
えない 

実現性が低い 実現性がない 

取組意欲の感
じられる提案
であるか 

強い意欲が認
められる 

意欲が認めら
れる 

どちらともい
えない 

あまり意欲が
認められない 

意欲が認めら
れない 



ワーク・ラ

イフ・バラ

ンスに関す

る取組 

表 1 の「評価
の着目点」に
記載した項目
を満たしてい
るか 

項目について 1つ満たすごとに１点を加算する 

 


